
令和５年度東部保健福祉事務所管内地域課題解決研修

「成年後制度について」

【日時】令和５年１０月１１日（水）
　　　　午後２時から午後４時まで

【場所】石巻合同庁舎　大会議室

【内容】
（１）「成年後見制度の利用について」
　　　　講師：仙台家庭裁判所石巻支部　新堀主任書記官
（２）「判断能力が低下している在宅高齢者の支援について」
　　　　講師：特定非営利活動法人ふくし＠JMI　小湊理事長
（３）グループワーク「講義の振り返り」

　　　　　　　参加者の属性

発行元：宮城県東部保健福祉事務所　高齢者支援班
2024/3/28

アンケート結果　（回答者　２５名）

成年後見制度の
利用について

判断能力が低下
している在宅高齢者
の支援について

＜感想＞

○本人を交じえた話し合いで、本人と主と
　なる支援者で意見が割れたらどうすれば
　良いのでしょうか。

○本人主体の決定で、その後大変なことに
　ならないかという不安が消えません。

○他市町の職員の方々と意見交換ができた
　ことで今後のつながりを確保でき、良い
　機会となりました。

「成年後見制度の利用について」
　○家庭裁判所の役割や、家庭裁判所における成年後見制度
　　の手続きの流れ等について、実際に申請を受け付ける
　　担当書記官の方から、ご講義いただきました。

　○「記入の仕方に困った時や、悩む事例があれば相談して
　　もらいたい」とお言葉をいただきました。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「判断能力が低下している在宅高齢者の支援について」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○高齢者の判断能力の評価のポイント、本人の意思に基
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　づいて支援を行う重要性（意思決定支援）について、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　グループでの話し合いを交えてご講義いただきまし
                                                                           た。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○グループワークでは、身寄りのない方への対応につい
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ての話題が。答えの出ない課題に、参加者同士で共感
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の声があがっていました。


